
 

 

 

奈良市では、将来発生が予想される大規模災害に備え、災害廃棄物を適正かつ円滑・迅

速に処理を図るとともに、早期に復旧・復興することを目的とした「奈良市災害廃棄物処理

計画」を平成２１年に策定しています。しかし、計画策定から１０年以上経過する中で、未曾

有の災害が毎年のように全国で発生しており、その際に発生する大量の災害廃棄物の処理

については、自治体の大きな課題となっています。 

これらの大規模災害を経験して対応し、蓄積された多くの教訓をもとに、国では災害廃棄

物処理に係る法令や指針の改定が行われています。 

災害時には住民の健康への配慮や安全の確保を優先しつつ、衛生や環境面での安全・

安心のための迅速な対応を行うとともに、発生する廃棄物の分別、再生利用などによる減量

化も進める必要があることから、これらの改定内容等を踏まえ、当該計画の充実を図るため

の改定を進めています。 

 

このたび、「奈良市災害廃棄物処理計画（案）」について、より良い計画を策定するため計

画案を公表し、市民の皆様等から広く意見を募集します。 

 

１ 公表する計画案 

・奈良市災害廃棄物処理計画 概要版（案） 

・奈良市災害廃棄物処理計画（改定案） 

 

２ 公表の方法 

廃棄物対策課（環境清美センタ―内事務厚生棟２階）、市役所総務課（市役所 北棟５

階）、出張所（西部、東部、北部）、行政センター（月ヶ瀬、都 ）で閲覧することができます。

（意見募集の期間内の午前８時３０分から午後５時１５分まで（廃棄物対策課は午後５時

まで） 土・日曜日、祝日、年末年始は除きます。） 

また、市のホームページ（http://www.city.nara.lg.jp）でも公開しています。 

 

３ 意見募集の期間 

令和３年 12月 14日（火）から令和４年 1月 14日（金）まで（必着） 

 

４ 意見を提出できる個人及び団体 

（１）市内に住所を有する人 

（２）市内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体 

（３）市内に存する事務所又は事業所に勤務する人 

（４）市内に存する学校に在学する人 

（５）パブリックコメント手続に係る案件に利害関係を有する個人及び法人その他の団体 

 

「奈良市災害廃棄物処理計画（案）」への意見募集の概要について 

募集期間：令和３年 12月 14日（火）から令和４年 1月 14日（金）まで 



 

５ 意見の提出方法 

「奈良市災害廃棄物処理計画（案）への意見」と明記の上、次の項目を記載した書面

を、廃棄物対策課へ郵便又は信書便、ファクシミリ、電子メール、持参のいずれかの方法で

提出してください｡ 

持参の場合は、土・日曜日、祝日、年末年始を除く、各日午前８時３０分から午後５時００

分までに提出してください。 

様式は自由ですが、別紙の意見提出用紙で提出いただいても結構です。 

 

【記載いただく項目】 

（１）提出される方に関する事項 

・氏名、住所、郵便番号、電話番号、年代（団体の場合は、所在地、団体名、代表者

及び担当者の氏名、電話番号を記載） 

・上記４「意見を提出できる個人及び団体」（１）～（５）のうち該当する区分 

 

（２）意見の内容 

・意見の対象箇所がわかるように、該当ページ、該当箇所を明記してください。 

・意見の内容は日本語で記載してください。 

 

なお、意見の提出に当たっては、次の点にご留意ください。 

※電話、訪問等による口頭でのご意見は受付できません。 

※提出された原稿等は、返還できません。 

 

６ お寄せいただいた意見の取り扱い 

 提出された意見は、計画策定の参考にさせていただきます。 

 意見のうち、単に賛否だけを示したものや趣旨が不明確なものについては、公表し

ない場合や市の考え方をお示しできない場合があります。 

 意見を提出された方への個別の回答は行いません。 

 意見提出用紙に記載された個人に関する情報は、記載内容の確認以外には使用

いたしません。 

 

７ 意見の提出先及び問合せ先 

〒63１-０８０１ 奈良市左京五丁目２番地 

奈良市役所 環境部 廃棄物対策課 （事務厚生棟２階） 

電話 0742-７１-３００１（直通）   ＦＡＸ 0742-71-1621 

電子メール haikibutsutaisaku@city.nara.lg.jp 


